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船舶事故調査報告書 

 

                             令和４年１０月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年８月１０日 １４時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県うるま市津
つ

堅
けん

島南方沖 

 津堅島灯台から真方位１８２°１,２６０ｍ付近 

 （概位 北緯２６°１４.３′ 東経１２７°５６.２′） 

事故の概要  漁船第一信
しん

丸は、西北西進中、さんご礁に乗り揚げた。 

 第一信丸は、舵機室底部外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年８月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第一信丸、６.６トン 

 ＯＮ２－１３０２（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９７ｍ（Lr）×３.１４ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２１.００kＷ、平成２年１１月１１日 

 第２９６－２７４６３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２９年１０月５日 

  免許証交付日 平成２９年１０月５日 

         （令和４年１０月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵機室底部外板に破口、プロペラに曲損、舵板に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 約４m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、まぐろ一本釣り漁の目的で、令和

４年８月９日１０時ごろ、沖縄県沖縄市泡
あわ

瀬
せ

漁港の東南東方２２海里

（Ｍ）付近から４４Ｍ付近の漁場（以下単に「漁場」という。）に向

け、同漁港を出港した。（写真１参照） 
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 船長は、１３時ごろ漁場に到着し、漁場の中に存在する７か所の表

層型浮魚礁（パヤオ）を移動しながら２３時ごろまで操業を行った

後、睡眠をとって１０日０５時ごろから操業を再開し、１２時ごろ操

業を終え、泡瀬漁港東南東方沖３２Ｍ付近（以下「帰航開始場所」と

いう。）から泡瀬漁港に向け、帰航を開始することとした。 

 船長は、帰航開始場所の西北西方沖１４Ｍ付近に位置する中城
なかぐすく

湾

口灯浮標（以下「湾口灯浮標」という。）南方沖に達した後、湾口灯

浮標の西北西方沖２Ｍ付近に位置する金武
き ん

中城港中城第２号灯浮標

（以下「２号灯浮標」という。）南方沖に向けて左転し、２号灯浮標

南方沖において、中城湾新港の西防波堤及び東防波堤の間に向けて右

転するつもりであった。 

 船長は、ＧＰＳプロッターで湾口灯浮標南方沖を目的地に設定し、

更に目的地を中心とした半径０.５Ｍの海域に入った際に警報音が鳴

る設定とし、自動操舵装置の設定を航法操舵*1にするつもりであった

が、自動操舵装置の操作を失念し、自動Ａ操舵*2のまま、１２時３０

分ごろ７ノットの対地速力で帰航を開始した。（写真２、写真３参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
*1  「航法操舵」とは、自動操舵装置と接続したＧＰＳプロッターなどの航法装置で設定した目的地に

向けて、風潮流の影響等を考慮しながら自動的に針路を補正して航行する操舵方法をいう。 
*2  「自動Ａ操舵」とは、操舵モードの設定ツマミを合わせた時点の針路を保持して航行する操舵方法

で、風潮流の影響等を考慮して針路を補正する機能はない。 

写真１ 本船 
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 船長は、帰航しながら引き縄漁を行うこととし、船尾からヒコーキ

（擬似餌に動きをつける漁具）及び擬餌針を取り付けた長さ約６０ｍ

の引き縄を２本海中に投入して、‘前部甲板、操舵室及び後部甲板を

移動しながら、引き縄の反応を見たり、一本釣り漁に使用した漁具を

片付けたり、漁獲物を入れたいけす
．．．

の水量を調節したりするなどの作

業’（以下「本件作業」という。）を行いながら、西北西進した。 

 船長は、目的地付近に到着すればＧＰＳプロッターの警報音が鳴る

とともに、航法操舵で本船が旋回を始めるので、その時点で２号灯浮

標に向けて左転する操作を行えばよいと思い、時折、ＧＰＳプロッ 

ター、３Ｍレンジ表示としたレーダー及び目視で周囲の見張りを行い

ながら、本件作業を続けた。 

 本船は、１３時５２分ごろ湾口灯浮標東南東方沖２.５Ｍ付近に達

し、船長が、携帯電話の電波が繋がるようになったことを確認し、左

舷方に久
く

高
だか

島、船首方に湾口灯浮標及び沖縄島、右舷方に津堅島が見

えたので、順調に航行を続けていると思い、本件作業を続けながら同

じ針路及び速力で航行を続けた。 

 船長は、操舵室で後方を向いて踏み台の板に腰を掛け、次回の操業

の仕掛けを作っていた際、１４時３０分ごろ船体に衝撃を感じ、周囲

を確認したところ、本船が津堅島南方沖のさんご礁に乗り揚げたこと

に気付いた。 

 船長は、本船の機関が停止し、舵機室底部外板の破口から浸水して

いたので、自力での離礁及び航行は不可能であると判断し、知人及び

僚船に携帯電話で本事故の発生を伝え、救助を依頼した。 

 本船は、知人から連絡を受けた津堅島付近を航行していた漁船に 

よって乗揚場所から引き出された後、所属漁業協同組合の僚船により

泡瀬漁港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首が約０.４ｍ、船尾が約１.０ｍであった。 

 本船のＧＰＳプロッターの警報音の音量は、７４dB であり、音量

写真３ 自動操舵装置 

操舵モード設定ツマミ 
（左から手動/遠隔/自動 A/自動 B/航法） 

写真２ 操舵室 

自動操舵装置 

GPS プロッター 



- 4 - 

の調節機能はなく、設定した警報範囲内に入ると警報音が鳴るもの

の、警報範囲外に出ると自動的に警報音が止まる仕様となっている。 

 船長は、ふだん警報を設定していても、航行中は機関の作動音が大

きく、操舵室内にいなければ警報音が聞こえなかったので、変針予定

場所通過時に警報音が鳴っていたものの、前部甲板又は後部甲板で本

件作業をしていたので、聞こえなかったのかもしれないと本事故後に

思った。 

 船長は、自動操舵装置を航法操舵に設定していると思い込んでいた

ものの、本事故後、自動Ａ操舵のままとなっていたことに気付いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、泡瀬漁港に向けて西北西進中、船長が、最初の変針予定場

所に到着した時点で次の変針予定場所に向けて左転する操作を行えば

よいと思い、自動操舵装置が適切に設定されない状態のまま、本件作

業に集中して同じ針路及び速力で航行を続けていたことから、変針予

定場所を通過したことに気付かず、津堅島南方沖のさんご礁に乗り揚

げたものと考えられる。 

 船長は、目的地付近に到着すればＧＰＳプロッターの警報音が鳴る

とともに、航法操舵で本船が旋回を始めることから、最初の変針予定

場所に到着した時点で次の変針予定場所に向けて左転する操作を行え

ばよいと思ったものと考えられる。 

 ＧＰＳプロッターの警報音は、変針予定場所通過時に鳴っていたも

のの、航行中は機関の作動音が大きく、操舵室内にいなければ聞こえ

ない音量であったこと、及び船長が前部甲板又は後部甲板で本件作業

をしていたことから、船長に聞こえなかった可能性があると考えられ

る。 

 船長は、自動操舵装置を航法操舵に設定していると思い込んでいた

ものの、本船が、湾口灯浮標南方沖で旋回することなく湾口灯浮標を

通過し、同じ針路で航行を続けたことから、自動操舵装置の設定が自

動Ａ操舵のままとなっていたものと推定される。 

原因  本事故は、本船が泡瀬漁港に向けて西北西進中、船長が、最初の変

針予定場所に到着した時点で次の変針予定場所に向けて左転する操作

を行えばよいと思い、自動操舵装置が適切に設定されない状態のま

ま、本件作業に集中して同じ針路及び速力で航行を続けていたため、

変針予定場所を通過したことに気付かず、津堅島南方沖のさんご礁に

乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・自動操舵装置を搭載した船舶の船長は、自動操舵で航行中であっ

ても、同装置を過信して見張り以外の作業に集中することなく、

目視及び航海計器により船位の確認を行うこと。 

 ・自動操舵装置を搭載した船舶の船長は、自動操舵装置を使用して

航行する際、同装置の設定が航行の目的に適した操舵モードと 

なっているか確実に確認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県うるま市津堅島 

津堅島灯台 

泡瀬漁港 

12 時 30 分ごろ帰航開始 

湾口灯浮標 

２号灯浮標 

中城湾新港 

西防波堤 

東防波堤 

久高島 

沖縄島 

事故発生場所 

（令和４年８月１０日 

１４時３０分ごろ） 

★ 
予定針路 

実際の針路 

13 時 52 分ごろ
帰航開始場所 

最初の変針予定場所 

次の変針予定場所 

沖縄市 


